
不耕作農地利用促進システムにおける用語の定義

不作付地
・不耕作農地のうち、整備済である等条件の良い農地
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不耕作農地
・作付けが可能であるが、担い手がいない等の理由から
作付けがされていない農地（条件の良否を問わない。）

※斜線の農地（ ）は作付けがされていない農地
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＜不耕作農地のイメージ＞
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